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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者　

医
療
保
険
料
の
減
免

●
減
免
対
象

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不

動
産
収
入
、山
林
収
入
ま
た
は
給
与
収
入（
以

下
「
事
業
収
入
等
」）が
減
少
し
、
次
の
①

〜
③
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯

※
主
た
る
生
計
維
持
者
が
、
年
金
収
入
だ
け

の
人
や
減
少
し
た
事
業
収
入
な
ど
に
か
か
る

前
年
の
所
得
が
０
円
以
下
の
人
は
減
免
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
要
件

　

次
の
①
〜
③
は
、
す
べ
て
世
帯
の
主
た
る

生
計
維
持
者
に
つ
い
て

①
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額（
保

険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る

べ
き
金
額
を
控
除
し
た
額
）が
平
成
31
年

１
月
１
日
〜
令
和
元
年
12
月
31
日
ま
で

（
以
下
、「
前
年
」）の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
３
割
以
上
で
あ
る
こ
と

②
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
，
０
０
０
万

円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
減
少
し
た
事
業
収
入
等
に
か
か
る
所
得
以

外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
が
４
０
０
万
円

以
下
で
あ
る
こ
と

※
減
免
が
承
認
さ
れ
る
と
、
１
月
末
に
送
付

し
た
、
納
付
額
の
お
知
ら
せ
の
金
額
が
異

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
確
定
申
告

等
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
減
免
対
象
と
な
る
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
期
間

　

令
和
２
年
２
月
１
日
〜
令
和
３
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
納
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も

の
。（
申
請
方
法
や
必
要
書
類
は
、
市
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の

令
和
２
年
中
の
収
入
が
下
が
っ
た
世
帯
に
対
し
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
期
限
は
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

問 国保年金課　☎ 055-948-2905

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対する

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
傷病手当金の支給

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、国民健康保険・後期高齢者医療
制度に加入している被用者（会社等に勤めている人）が、新型コロナウイルス感染
症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のた
め勤務することができなくなった日について傷病手当金を支給します。

対象者／市国民健康保険加入者・静岡県後期高齢者医療制度加入者で、新型コロナウイルス感染症に感
　染、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者
支給対象となる日数／療養のため労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日
　から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日数（条件あり）
支給額／直近の継続した３か月間の給与収入等の合計額を就労日数で割った額の３分の２に、支給対象
　となる日数を乗じた額（上限あり）
　※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合
　は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
適 用期間／令和２年１月１日から令和 3年 3月 31 日までの間で、療養のため労務に服することができ
ない期間。ただし、入院が継続する場合は最長１年６か月までとなります。なお、適用期間については、
今後の状況により、変更される場合があります。
申請／申請には、医師や事業主の証明が必要となります。申請をする際は事前に電話にてお問い合わせ
　ください。なお、傷病手当金の請求権は、２年間となります。

○
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

３
月
15
日（
月
）
14
時
〜

　

あ
や
め
会
館
３
階　

多
目
的
ホ
ー
ル

※
各
候
補
者
２
人
以
内
の
出
席
で
お
願
い

し
ま
す
。

○
立
候
補
届
出
書
類
事
前
審
査

　

３
月
30
日（
火
）、
31
日（
水
）
９
時
〜

伊
豆
長
岡
庁
舎
３
階　

第
１
・
第
２
会
議
室

○
立
候
補
届
出
受
理
（
告
示
日
）

　

４
月
11
日（
日
）　

８
時
30
分
〜
17
時

伊
豆
長
岡
庁
舎
３
階　

第
１
・
第
２
会
議
室

○
期
日
前
投
票

　

４
月
12
日（
月
）〜
17
日（
土
）

　

８
時
30
分
〜
20
時

　

伊
豆
長
岡
庁
舎
１
階　

災
害
対
策
室

○
投
票
日
・
開
票
日

　

４
月
18
日（
日
）

【
投
票
】

　

７
時
〜
20
時　

市
内
24
投
票
所

※
た
だ
し
、
第
14（
高
原
公
民
館
）、
第
15

（
み
ど
り
区
自
治
会
館
）、
第
21
（
田
中

山
公
民
館
）、
第
23
（
浮
橋
公
民
館
）、

投
票
所
は
18
時
ま
で
で
す
。

【
開
票
】

21
時
〜

　

あ
や
め
会
館
３
階　

多
目
的
ホ
ー
ル

　

任
期
満
了
に
伴
う
、
伊
豆
の
国
市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙

が
４
月
18
日（
日
）に
執
行
さ
れ
ま
す
。

問
伊
豆
の
国
市
選
挙
管
理
委
員
会

（
市
役
所
総
務
課
内
）

☎
０
５
５（
９
４
８
）１
４
１
１

令
和
３
年
４
月
18
日
執
行
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○写生コンクール
テーマ／大仁梅林
参加資格／小学生以下（参加無料）
応 募方法／氏名・住所・電話番号・写真タイトルを
記入し、2月 26 日（金）までに、原本を郵送また
は持参。

賞／金賞・銀賞・銅賞・佳作
※入賞者には景品があります。
※金賞作品は来年度のポスターに使用されます。

○写真コンテスト
テーマ／大仁梅林
参加資格／どなたでも（参加無料）
参 加方法／氏名・住所・電話番号・写真タイトルを記
入し、2月 26 日（金）までに下記のいずれかの方法
で提出。

応 募方法／①写真は四つ切サイズまたは、A4 サイズ
に印刷し、郵送または持参で応募。②データサイズ
1MB以上の JPEG データを貼付しメールで応募。
賞／金賞・銀賞・銅賞・佳作
※入賞者には景品があります。
※金賞作品は来年度のチラシに使用されます。

問 伊豆の国市観光協会
〒 410-2201　伊豆の国市古奈 255
☎ 055-948-0304　FAX 055-948-5151
メール：ume-oohito@izunotabi.com


